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７
月
11
日
よ
り
、
橘
の
竜
崎
温
泉
に
温
水
プ
ー

ル
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

温
泉
の
泉
質
（
強
塩
泉
）
を
利
用
し
た
歩
行
浴

専
用
の
プ
ー
ル
と
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
（
ラ

ン
ニ
ン
グ
マ
シ
ー
ン
、
エ
ル
ゴ
メ
ー
タ
ー
等
）
を

完
備
し
て
い
ま
す
。
プ
ー
ル
の
水
深
は
深
い
と
こ

ろ
で
１
１
０
ｃ
ｍ
、
浅
い
と
こ
ろ
で
は
90
ｃ
ｍ
と

な
っ
て
お
り
、
泳
げ
な
い
人
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

水
中
の
運
動
は「
浮
力
」に
よ
り
体（
特
に
関
節
）

に
か
か
る
負
担
が
少
な
く
、
無
理
な
く
運
動
が
行

え
る
う
え
、「
水
抵
抗
」「
水
圧
」「
温
水
」
に
よ
っ

て
、
運
動
の
効
果
が
大
き
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

水
中
運
動
で
生
活
習
慣
病
予
防
・
介
護
予
防
を

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
温
水
プ
ー
ル
の
利
用
に
つ
い
て

・
開
館
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
９
時

・
休
館
日　
　

月
曜
日

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
火
曜
日
が
休
館
日

○
健
康
運
動
指
導
士
が
次
の
日
程
で
随
時
指
導
し

ま
す
！

・
毎
週　

火
〜
金
曜
日　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

・
毎
月　

第
一
土
曜
日　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

※
教
室
等
に
よ
り
、
直
接
指
導
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
場
所　

東
安
下
庄
向
佐
連
６
８
５
‐
２

○
問
い
合
わ
せ

・
健
康
増
進
課
☎
７
７
‐
５
５
０
４

・
竜
崎
温
泉　

☎
７
７
‐
１
２
３
４

お知らせ６月

○使用料金表
区　分 料金

大
人

中学生以上 500 円
①町内に住所を有する満 65歳以上の人

400 円
②身体障害者手帳の交付を受けている人
③療育手帳の交付を受けている人
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
回数券 11枚券 5,000 円
回数券 11枚券（町内 65歳以上、身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人）

4,000 円

会員券１年分 35,000 円

会員券半年分 20,000 円

小
人

小学生 300 円
①身体障害者手帳の交付を受けている人

200 円②療育手帳の交付を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
回数券 11枚券 3,000 円

※乳幼児は使用できません。
　小学生の使用は、成人の付き添いが必要です。

竜崎温泉温水プール
オープンのお知らせ
竜崎温泉温水プール
オープンのお知らせ

◎
介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
認
定

の
更
新

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
、
居
住
費

と
食
事
の
全
額
を
本
人
負
担
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
市
町
村
民
税
世
帯
非

課
税
の
方
や
生
活
保
護
受
給
世
帯

の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
負
担
額

の
上
限
を
定
め
、
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
今
年
７

月
か
ら
、
こ
の
制
度
の
更
新
時
期

と
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
方
で
、
申
請
を
済
ま
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る
利
用

者
負
担
軽
減
の
更
新

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
運
営
す
る

施
設
等
で
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
、
利
用

者
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で

す
。

１
．
対
象
者

　

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
あ

る
世
帯
に
属
す
る
方
で
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

①
年
間
収
入
が
、
単
身
世
帯
で
、

１
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１
人

増
え
る
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し

た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

②
預
貯
金
等
の
額
が
、
単
身
世
帯

で
３
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１

人
増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を

加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資

産
以
外
に
利
用
し
得
る
資
産
を
所

有
し
て
い
な
い
こ
と
。

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。 

２
．
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
） 

・
短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
介

護
、
訪
問
介
護

３
．
負
担
軽
減
の
割
合

・
利
用
者
負
担
額
（
１
割
自
己
負

担
、
食
費
、
居
住
費
ま
た
は
滞
在

費
）
の
４
分
の
１

・
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
、
利

用
者
負
担
額
の
２
分
の
１

４
．
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
／

　

介
護
保
険
課

☎
７
７
‐
５
５
０
３

ま
た
は
各
総
合
支
所
、
各
出
張
所

介
護
保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ


